
 

 

 

 

 

 

令 和 ６ 年 度 

事 業 報 告 書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人 カトリック児童福祉会 

法 人 本 部 
 

 

 



 

- 2 - 

 

令和６年度 法人本部 事業報告書 

 
  

法人本部は、法人の基本理念である「すべての人の幸福のために、特に児童と高齢者のための

福祉事業をキリストの精神に基づいて行う」を念頭に、老人４施設及び保育園５施設の事業運

営を行ってきた。 

以下、重点事業の中から次の点について報告します。 

 
 

１．法人本部組織の機能強化について 

  カトリック児童福祉会は、老人ホーム関連 4ヶ所の施設に職員 309名（派遣職員 25名を

含む）、5 ヶ所の保育所には 92 名の職員が在籍し、法人全体では 401 名の職員（令和 7 年

３月１日現在）を抱える法人となった。 

 

  令和６年度も法人本部事務局において一元的に社会保険事務を行ったほか、登記簿謄本等

の交付申請や行政への各種報告の事務作業は効率的かつ適切に処理を行った。 

 

また、法人が抱える膨大なデータの管理や運用についてはクラウドを活用しデータの整理

のほか法人全体のセキュリティ強化や機能強化にも努めた。 

 

その他、国や県、市町村の動きや情報収集に努め、制度や規程変更に対応したほか理事長

打合せ会議や施設長会議等をとおし本部事務局と各施設の連携をとりながら法人全体の体

制強化に努めてきた。 

 

施設における介護・保育事故等への対応や、職員の労務問題への対応などについては、法

的ニーズへの取組み体制を万全にするため法人と顧問弁護士間で本年も委託契約を締結

し、法人・施設における円滑な組織運営、安心・安全な業務運営を行ってきた。 

 
 

２．法人の運営について   

(1) 理事会・評議員会等について  

① 理事会６回、評議員会１回、監事監査１回の開催。 

② 理事長打合せ会議 12回開催（毎月１回／正副理事長、事務局長、老人ホーム施設長） 

 

(2) 諸規程の改正・整備について 

 ① 定款の一部改正（R6.5.22：第１回理事会・R6.6.12：定時評議員会・R6.7.23：仙台法務 

局登記・R6.7.23：仙台市より認可） 

 ② 利用定員変更（R6.7.11：第２回理事会） 

 ③ 給与規程の一部改正（R6.9.25：第３回理事会／給与規程（老人ホーム関連）の一部改正、 

   準職員給与規程（老人ホーム関連）の一部改正、パート職員給与規程（老人ホーム関連）

の一部改正、短時間職員・臨時職員に関する規程（保育園関連）の一部改正 
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 ④ 苦情受付担当者の任命（R6.11.22：第４回理事会） 

 ⑤ 賠償責任保険等の契約更新、役員等賠償責任保険の契約（R7.2.12：第５回理事会） 

 ⑥ 主要職員の人事異動（R7.4.1（退職は R6.3.31付け））６名（R7.2.12：第５回理事会） 

⑦ 給与規程の一部改正（R7.3.13：第 6回理事会） 

⑧ 育児・介護休業等に関する規程の一部改正（R7.3.13：第６回理事会） 

⑨ 再雇用職員（嘱託職員）の給与（R7.3.13：第６回理事会） 

 ⑩ 昇給・賞与支給率（R7.3.13：第６回理事会） 

 ⑪ 保育園関連給与規程実施（R7.3.13：第６回理事会／特別給与改善手当・保育士等処遇改 

善手当の支給） 

 ⑫ 苦情解決制度実施要綱に基づく苦情解決責任者、苦情受付担当者の任命（R7.3.13：第 

    ６回理事会） 

  ⑬ 米川聖マリア保育園の利用定員変更（R7.3.13：第６回理事会） 

 

(3) 感染症対策について 

  新型コロナウイルスは制度上の特別扱いはなくなったものの相変わらず定期的な感染増

を繰り返している。当法人においては、インフルエンザ等も含め感染予防は全施設で取り組

んできたが、基礎体力や抵抗力の少ない高齢者や保育園児が感染する事例もあったが、職員

による発症時の迅速適切な対応等で感染拡大を防ぎ短期間で収束を図ることできた。 

  また、老人ホームにおいては施設状況に合わせ、一部利用者の家族面会等を緩和し、利用

者・職員の安全と充実した活動との両立を法人本部事務局として支援してきた。 

 

(4) 会議、研修会等について 

① 第１回施設長会議：（R6.9.25）、経営安定化に向けた取り組み 

② 令和６年度 新規高等学校卒業者対象求人申込みＷeb説明会 

③ 令和７年度申告申請に向けた障害者雇用納付金制度事務説明会：R7.2.14 

開催場所：ポリテクセンター宮城 多目的ホール 

  ④ 第１回事務連絡会議：（R7.2.12）施設長の役割と責務、予算編成と会計・財務管理、 

    自立経営の確立、年末・年度初の事務処理等、ホームページの説明 
 
 

(5) 人事関係等について 

 再雇用職員（嘱託職員） 

①  本部事務局事務局長（嘱託職員）：（R6.4.1～R7.3.31） 

②  本部事務局参事（嘱託職員）：（R6.4.1～R6.6.30） 

    暁星園参事兼本部事務局参事（嘱託職員）：（R6.7.1～R7.3.31） 

③  ハートケア鶴ヶ谷事務員兼本部事務局事務員：（R6.4.1～R7.3.31） 

④  本部事務局の派遣職員：（R6.4.1～R7.3.31） 

  
 


